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第１章 監査の概要 

１ 準拠基準 

  那覇市監査委員監査基準（令和２年那覇市監査委員告示第 1号） 

 

２ 監査の種類 

地方自治法第 199 条第２項の規定に基づく行政監査 

 

３ テーマ 

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の適切な管理等について 

 

４ 目的 

自動体外式除細動器（以下「ＡＥＤ」という。）については、通知①により

非医療従事者である一般市民にも使用が認められて以降、本市においても関

係施設への設置が行われてきた。 

一方で、ＡＥＤは、薬事法（昭和 35 年法律第 145 号）に規定する高度管理

医療機器及び特定保守管理医療機器に指定されており、適切な管理が行われ

なければ、人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある医療機器で

あることから、通知②において各都道府県知事あてに、各市町村が設置・管

理しているＡＥＤの適切な管理等が徹底されるよう、当該通知の周知依頼が

なされている。 

以上のことから、救急救命においてＡＥＤが使用される際に、その管理不

備により性能を発揮できないなどの重大な事象を防止する目的から、本市の

設置したＡＥＤの管理状況等について監査した。 

 

５ 対象範囲 

本市が設置しているＡＥＤ 

 

６ 監査の着眼点 

（１）設置場所及び設置表示は適切に行われているか。 

（２）点検担当者が配置されているか。 

（３）日常点検の実施及び記録がなされているか。 

（４）表示ラベルによる消耗品の管理がなされているか。 

（５）職員に対する講習（操作方法の習得）は適切に行われているか。 

（６）ＡＥＤの使用実績、結果は的確に把握されているか。 

（７）設置場所の登録がなされているか。 
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７ 監査方法 

（１）書面監査 

ア 書面監査の内容 

書面監査を実施するに当たり、全庁各課のＡＥＤの保有状況等を確認

し、ＡＥＤを保有している課（保有する施設を所管する課を含む）を対

象に、次の調査票（様式１、２、３）により書面監査を実施した。 

 

様式１ ＡＥＤの設置及び管理に関する調査票 

様式２ 指定管理者制度導入施設におけるＡＥＤの管理等に関する調

査票 

様式３ ＡＥＤの管理状況 

 

イ 書面監査の対象課 

事前調査によりＡＥＤの保有を確認した 12 部局 28 課 

 

ウ 書面監査の期間 

令和３年４月５日（月）～４月 13 日（火） 

 

エ その他 

調査票（様式２）により、指定管理者が自主的に設置したものとなっ

ているＡＥＤについては、本監査の対象範囲ではないため設置状況の確

認にとどめた。 

 

指定管理者等が自主的にＡＥＤを設置した施設（全６課） 

部 課 名 施 設 名 

総務部 平和交流・男女参画課 鏡水ふれあい会館 

市民文化部 まちづくり協働推進課 宮城自治会館 

経済観光部 商工農水課 てんぶす那覇（※） 

こどもみらい部 子育て応援課 那覇市母子生活支援センターさくら 

こどもみらい部 こども政策課 国場児童館 

都市みらい部 公園管理課 波の上ビーチ 

※てんぶす那覇は、てんぶす那覇管理組合が共有スペースに設置している。 

 

また、消防局で保有しているＡＥＤのうち、車両（救急車・ポンプ車等）

に搭載されているＡＥＤについては、救急救命士及び救急標準課程等の

資格を有する職員によって、日常的に点検され使用される救急業務用資
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機材であるため、調査の対象外とした。（中央消防署、西消防署の２課） 

以上のことから、予備監査の対象を 12 部局 22 課 239 施設とした。 

なお、239 施設には、小学校 36 校、中学校 17 校、市内コンビニエン

スストア 133 店舗を含むものとする。 

その他、市がＡＥＤを設置する指定管理者管理の施設は 23 施設であ

った。 

 

※表１「ＡＥＤ設置施設及び設置数一覧」のとおり 

※本市及び指定管理者が設置したＡＥＤが混在する場合でも、予備監

査実施の対象は本市設置分のみとした。 
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 表１ ＡＥＤ設置施設及び設置数一覧 
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（２）予備監査 

ア 予備監査の内容 

書面監査による状況等の実態を把握するため、事務局職員において写

真等で状況を確認し、必要があれば施設へ出向き関係職員からの内容聴

取をする等の予備監査を行った。 

 

イ 予備監査の対象課 

書面監査の対象課のうち、指定管理者等が自主的にＡＥＤを設置した

施設等を除く 12 部局 22 課 

 

ウ 予備監査の期間 

令和３年４月 26 日（月）～５月 12 日（水） 

 

（３）監査委員監査 

ア 監査委員監査の内容 

監査委員によるヒアリング及び市役所本庁舎のＡＥＤ設置状況の現場

確認を実施した。 

 

イ 監査委員監査の対象課・施設 

部 課 名 施 設 名（台数） 

総務部 管財課 
市役所本庁舎（６台） 

真和志庁舎（１台） 

環境部 クリーン推進課 
ｴｺﾏｰﾙ那覇ﾌﾟﾗｻﾞ棟・ﾘｻｲｸﾙ棟（２台） 

ちゅらﾃｨｰﾀﾞｽﾎﾟｰﾂ広場（１台） 

消防局 救急課 市内ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ（133 台） 

教育委員会 学務課 
学務課（１台） 

小学校（36 台）・中学校（17 台） 

※学務課の１台は、小・中学校の予備として管理をしている。 

 

ウ 監査委員監査の実施日 

令和３年６月３日（木） 
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第２章 監査の結果 

１ 総論 

本市の設置したＡＥＤの管理状況等について監査した結果、リモート監視

システムによる日常点検を含め、おおむね適切に管理されているものと認め

られる。 

 

２ 概要 

（１）「ＡＥＤ」について 

ＡＥＤとは、自動体外式除細動器（AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATORS）

の略称で、突然、心臓がけいれんし血液を流すポンプ機能を失った状態（心

室細動）になった心臓に対して、ＡＥＤ本体が自動的に心電図の測定・解析

を行い、電気ショックを与え（除細動）、正常なリズムに戻すための医療機

器である。 

 

 

    写真１ ＡＥＤ本体（市役所本庁舎） 

 

また、ＡＥＤの日常点検には、ＡＥＤ本体に付いているステータスインジ

ケータが緑色（写真２）（使用可の状態）を直接目で確認する「目視点検」

と、メーカーによりＡＥＤ本体の状態を通信により確認する「リモート監視

点検」があることがわかった。 

リモート監視点検とは、「ＡＥＤの保守管理の徹底が必要」とされている

今、そのＡＥＤ設置管理者（各所管課）によるＡＥＤの日常点検をサポート

するシステムである。日常点検の結果をＷＥＢ上の点検表にて確認ができ、

また、事前に登録されたメールアドレス（各所管課代表等）にＡＥＤの異常
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（通信障害、使用不可など）を検知した際に自動送信するものである。また、

消耗品である電極パッドやバッテリーの交換時期前に通知を受けるなど、Ａ

ＥＤ設置管理者（各所管課）の負担軽減と合わせ、ＡＥＤの適切な管理等に

寄与するものである。 

 

 

写真 2 ｽﾃｰﾀｽｲﾝｼﾞｹｰﾀｰが「緑色」であることを確認 

 

（２）ＡＥＤの設置状況等について 

１）ＡＥＤの設置について    

書面監査の結果、ＡＥＤを設置する施設及び設置台数は表１のとおり

で、22 課が所管する 239 施設に合計 247 台のＡＥＤが設置されているこ

とを確認した。 

なお、239 施設には、市立小学校 36 校、中学校 17 校、市内コンビニ

エンスストア 133 店舗を含んでいる。 

また、同一施設に複数台設置となっているのは、市役所本庁舎に６台、

牧志公設市場２台、那覇市営奥武山野球場に３台である。 

 

２）設置理由  

   設置しているほとんどの施設が、ガイドラインにおいて推奨される施設

である。また、地域のランドマークとなる施設である 24 時間営業のコンビ

ニエンスストアに設置することで、緊急事態発生時に救命処置が行える体

制を整備し、市民や観光客等が安全安心に過ごせるものでもある。 

 

（３）ＡＥＤの取得方法について 

１）ＡＥＤの取得方法について 
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ＡＥＤの取得方法は次のとおりである。市が設置するＡＥＤについては、

年度ごとに各課で設置するＡＥＤを一括して入札に付し、購入することで

単価を抑えることができていた。 

 

 

 

 

一括購入時の単価は次のとおりである。 

年度別購入単価（税込）  

年度 数量（台） 単価（円） 

平成 30 年度 140 149,886 

令和元（H31）年度 19 183,600 

令和２年度 ７ 198,000 

※ＡＥＤのケース代は含まれていない 

 

２) 取得方法の検討について 

ア ＡＥＤを取得する場合に購入とリースの比較の有無 

ＡＥＤ取得時における購入とリースの比較検討状況は次のとおりであ 

る。比較していないとの回答が多くなっているが、比較検討の結果、一括

して入札に付し、購入することが決まったためとなっている。 

 

 

 

 

 

 イ ＡＥＤを取得する際に重視したこと  

 ＡＥＤを取得する際に重視した項目は次のとおりである。その他重視し

た項目は、ＷＥＢ上での集中管理のサポートの有無や、耐用期間が挙げら

れている。 

            (複数選択有) 

価格 機能・性能 メンテナンス 

234 222 217 

 

 

（４）ＡＥＤの設置場所及び設置表示等について 

１) ＡＥＤの設置場所及び管理責任者等について 

購入 リース 寄附 

239 0 0 

比較した 比較しなかった 

200 39 
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   ＡＥＤの設置場所、管理責任者については、次のとおりである。 

ア 設置場所 

（ア）学校以外の各施設 

 

施設入口付近 
施設内ロビー・廊下・ 

エレベータホール 
事務室内 その他 

15 25 12 8 

その他の設置場所は、スポーツ広場多目的トイレ、球場内等があった。 

   

（イ）学校（小学校 36 校、中学校 17 校） 

 

玄関 事務室 体育館 職員室 保健室 

23 11 5 10 4 

 

イ 管理責任者 

（ア）学校以外の各施設 

   管理責任者は、所属長もしくは施設の長、または防火管理責任者と併

任もあった。 

 

責任者有 責任者無 

185 44 

 

（イ）学校（小学校 36 校、中学校 17 校） 

 

校長 教頭 養護教諭 

７ 44 2 
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また、年度別の設置状況は次のとおりとなっている。 

設置年度 設置台数 課 名（台数） 

平成 25 年度 

（2013） 
2 クリーン推進課(2) 

平成 27 年度 

（2015） 
2 クリーン推進課(1)、学務課（1） 

平成 28 年度 

(2016) 
60 公民館(7)学務課(小学校 36・中学校 17） 

平成 29 年度 

(2017) 
7 市民スポーツ課（7） 

平成 30 年度 

(2018) 
140 

管財課(6)、ハイサイ市民課（支所）(2)、文化

財課(2)、文化振興課(2)、なはまち振興課(3)、

障がい福祉課(1)、ちゃーがんじゅう課(5)、生

涯学習課(1)、救急課(118) 

令和元年度 

（2019） 
27 

防災危機管理課(1)、文化財課(1)、 

まちづくり協働推進課(1)、障がい福祉課(1)、

保健総務課(1)、こども政策課(6)、花とみどり

課(1)、学校給食センター(3)、救急課(12) 

令和２年度 

（2020） 
9 

管財課(1)、環境保全課(1)、福祉政策課(1)、市

民スポーツ課（1）、生涯学習課(1)、救急課(3)、

上下水道局(1) 

合 計 247  

 

２）設置場所の表示状況 

ＡＥＤの設置場所の表示状況は、次のとおりである。 

ア 学校以外の各施設 

設置場所の表示は、玄関・入り口、ＡＥＤ設置場所、事務室、施設内案内

図等、複数個所になされている。（写真３） 

また、書面監査において「表示無し」と回答のあった施設（３施設）につ

いても、監査委員監査までに表示済みであることを確認している。 

 

表示有 表示無 

185 0 
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写真３ 市役所本庁舎入口（※見やすく設置されている） 

 

イ 学校（小学校 36 校、中学校 17 校） 

学校においても、表示は校内複数個所に設置されている。 

また、書面監査において「表示無し」と回答のあった学校（12 校）につ

いても、監査委員監査までに表示済みであることを確認している。 

 

表示有 表示無 

53 0 

 

３）施設利用者が職員を介さないＡＥＤ使用の可否について 

施設利用者が職員を介することなくＡＥＤを使用できるようになってい

るかについては、次のとおりである。 

ア 学校以外の各施設 

 不可と回答した課（施設）の理由については、「施設管理職員が常駐す

る事務所（受付窓口）へ設置しているため」、「共用スペースが屋外で設

置には不向きであるため、職員が事務室を解錠しないと使用できない事務

室内に設置しているため」等である。 

 

使用可 使用不可 

182 3 

 

イ 学校（小学校 36 校、中学校 17 校、学務課 1） 

「可」「不可」と回答したいずれの学校も、校舎内に設置している状況 

は同じであることを確認している。学校休業日は、学校を解錠しないと使 

用できないという意味で不可と回答していた。 
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また、不可と回答したその他の理由には、「事務室内（職員室内）にあ 

るため、職員が解錠しないと使用できない」がある。 

 

使用可 使用不可 

34 20 

 

 

（５）ＡＥＤの日常点検の実施状況について 

１）点検担当者の配置状況 

点検担当者の配置状況は、次のとおりである。 

ア 学校以外の各施設 

点検担当者を配置していない主な理由は、「リモート監視点検が行われ

ているため」であるが、「配置が必要と知らなかった」との理由もあった。 

 

担当者有 担当者無 

168 17 

 

イ 学校（小学校 36 校、中学校 17 校、学務課分 1） 

点検担当者を配置していない主な理由は、「業者で定期的に点検が行われ

ているため」「日常的に目視で異常が無いか確認している」ほか、「職員

の校務分掌にＡＥＤ点検担当者が位置づけられていない」「日常点検の必

要性がない」「詳細を引き継がれていない」などである。 

 

担当者有 担当者無 不明 

35 18 1 

 

２）点検マニュアルの有無 

点検マニュアルの有無は、次のとおりである。 

ア 学校以外の各施設 

点検マニュアルがない主な理由は、「目視点検のみのため」「リモート

監視点検が行われているため」であるが、「認識不足」もあった。 

 

マニュアル有 マニュアル無 

170 15 
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イ 学校（小学校 36 校、中学校 17 校、学務課分 1） 

点検マニュアルがない主な理由は、「業者で定期的に点検が行われて

いる」「目視点検を毎日行っている」「バッテリーやパッドの期限を確

認している」があるが、「引き継がれていない」「認識不足」もあった。 

 

マニュアル有 マニュアル無 不明 

35 18 1 

 

３）日常点検の実施状況 

日常点検の実施状況は、次のとおりである。 

ア 学校以外の各施設 

点検マニュアルがない主な理由は、「目視点検のみのため」「リモート

監視点検が行われているため」であるが、「認識不足」もあった。 

 

毎日 週 1 月 1 年 1 不定期 無 

159 3 4 0 3 16 

 

イ 学校（小学校 36 校、中学校 17 校） 

点検マニュアルがない主な理由は、「業者点検があるため」である。 

 

毎日 週１ 月１ 年１ 不定期 
その他 

（年 2~3） 
無 

4 4 8 14 10 2 12 

 

４) 日常点検記録簿の有無 

日常点検記録簿の有無は、次のとおりである。 

ア 学校以外の各施設 

点検記録簿については、附属の点検表への記録をしているほか、施設

によっては他の点検と併せて点検内容を施設管理日誌に記録している施

設もある。また、点検簿を 3か月、1年、５年と保存している課（施設）

もある。 

点検記録簿がない主な理由は、「目視点検のみのため」「リモート監

視点検が行われているため」または「異常があった場合のみ報告予定」

であるが、「認識不足」もあった。 
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記録簿有 記録簿無 

16 169 

 

イ 学校（小学校 36 校、中学校 17 校、学務課 1） 

点検記録簿がない主な理由は、「業者で定期的に点検が行われている

ため」「日常的に目視で異常が無いか確認している」ほか、「認識不足」

「日常点検の必要性がない」「詳細を引き継がれていない」などである。 

 

記録簿有 記録簿無 不明 

7 （職員室） 2 （保健室） 43 2 

 

 

（６）ＡＥＤの消耗品の管理状況について 

１) 電極パッドの交換時期の把握状況 

電極パッドの交換時期の把握状況は、次のとおりである。 

ア 学校以外の各施設 

すべての課（施設）において、電極パッドの交換時期を把握している。 

 

把握有 把握無 

185 0 

 

イ 学校（小学校 36 校、中学校 17 校） 

電極パッドの交換時期を把握していない学校がある。 

 

把握有 把握無 

44 10 

 

２）バッテリーの交換時期の把握状況 

バッテリーの交換時期の把握状況は、次のとおりである。 

ア 学校以外の各施設 

 すべての課（施設）において、バッテリ―の交換時期を把握している。 

 

把握有 把握無 

185 0 
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イ 学校（小学校 36 校、中学校 17 校、学務課 1） 

バッテリーの交換時期を把握していない学校がある。 

 

把握有 把握無 

45 9 

 

３）表示ラベル（設置されたＡＥＤの電極パッドやバッテリーの交換時期等

を記載したラベル）の取付状況 

 
写真４ 「バッテリー、パッドﾞ」の交換時期を確認 

 

ア 学校以外の各施設 

 すべての課（施設）において、表示ラベルを取付けている。 

 

表示ラベル有 表示ラベル無 

185 0 

 

イ 学校（小学校 36 校、中学校 17 校） 

 すべての学校において、表示ラベルを取り付けている。 

 

表示ラベル有 表示ラベル無 

53 0 
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（７）操作方法の習得について 

１）ＡＥＤの操作方法に関する講習・研修の受講状況 

   ＡＥＤの操作方法に関する講習・研修の受講状況は、次のとおりである。 

ア 学校以外の各施設 

コンビエンスストアに設置しているＡＥＤについては、受講する必要

がないとしているが、それ以外についてはほとんどの課（施設）におい

て、講習や研修を受講したことがあるとしている。 

 

受講有 受講無 把握していない 

53 133 1 

 

課の全職員が一度は講習会・研修会を受講したことがある 10 

設置者又は点検担当者が講習会・研修会を受講したことがある 30 

設置者又は点検担当者以外が講習会・研修会を受講したことがある 13 

(コンビニ設置のため)受講する必要がない 133 

把握していない 1 

 

イ 学校（小学校 36 校、中学校 17 校、学務課 1） 

ほとんどの学校においては、講習や研修を受講したことがある、との

回答であったが、受講状況を把握していないとの回答が４校あった。 

 

受講有 把握していない 

50 4 

 

課の全職員が一度は講習会・研修会を受講したことがある 39 

設置者又は点検担当者が講習会・研修会を受講したことがある 8 

設置者又は点検担当者以外が講習会・研修会を受講したことがある 3 

把握していない 4 

 

 

（８）ＡＥＤの使用実績及びその状況について 

本監査で対象としたＡＥＤの過去５年間（平成 28 年度～令和２年度）の使

用実績は、次のとおりである。 

救急課が設置する市内コンビニエンスストアでの使用実績 32 件を含む、

合計 35 件の使用実績がある。 

使用後の復旧日数は、消耗品である電極パッドの更新で２～３日から最大
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約 1 か月を要している。消防局救急課においては、１～２時間で電極パッド

を更新している。 

 

ＡＥＤの過去５年間（平成 28 年度～令和２年度）の使用実績 

 
部課名 使用年月 使用状況 

復旧措置 

復旧期間 

１ 
総務部 

管財課 

平成 28 年 

7 月 

＜市役所本庁舎＞ 

庁舎内で職員が倒れたため、近

くにいた職員がＡＥＤを使用

（電気ショックはなし）後、救

急搬送された。 

電極パッドの

更新 

 

12 日間 

２ 
市民文化部 

文化振興課 

平成 30 年 

12 月 

＜パレット市民劇場＞ 

舞台袖で主催者側の利用者が

倒れたため、劇場職員がＡＥＤ

を使用（電気ショックはなし）

後、救急搬送された 

電極パッドの

更新 

 

２、３日後 

３ 

福祉部 

ちゃーがんじ

ゅう課 

平成 29 年 

９月 

＜辻老人憩の家＞ 

踊りの先生が指導中に倒れた

ため職員がＡＥＤを使用後、救

急搬送された 

電極パッドの

更新 

 

約 1 か月後 

４ 
消防局 

救急課 

令和２年 

10 月 

ほか 

＜市内ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ＞ 

60 代男性がコンビニ駐車場で

座った状態で体動ないため、通

行人がコンビニ店長に知らせ、

コンビニ店長が救急要請。コン

ビニ従業員 2 名で AED 装着す

るも、心静止波形のため除細動

適応外。（適応波形外） 

ほか 31 件 

電極パッドの

更新 

 

１～２時間後 

 

 

（９）設置の情報提供の状況について 

１）一般財団法人日本救急医療財団（以下「財団」という。）への 

登録状況、ホームページへの掲載について 

    通知③により、ＡＥＤの設置者に対しては、財団の「日本救急医療財

団ＡＥＤマップ」への登録を依頼している。そのため、ほとんどの所管
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課（施設）が当該ＡＥＤマップに登録済みであった。 

    また、所管課のホームページ等がある場合には、所管するホームペー

ジへも掲載していた。登録状況は、次のとおりである。 

ア 学校以外の各施設 

財団ホームページへ登録していない主な理由は、「登録もれ」「認識

不足」等であるが、今回の監査により登録がなされた。 

 

登録有 登録無 

180 5 

 

イ 学校（小学校 36 校、中学校 17 校、学務課 1） 

    すべての学校について、財団ホームページにて登録済みである。 

 

登録有 登録無 

54 0 

 

 

（10）指定管理者制度導入施設におけるＡＥＤの設置状況及び指導・指示等の

状況について 

ＡＥＤを保有する施設について、指定管理者制度導入施設におけるＡＥ

Ｄの設置状況及び管理状況等は次のとおりである。 

１）設置状況 

   指定管理者制度導入施設 28 施設のうち、指定管理者が自主的に設置した

施設は５施設である。 

 

市が設置したもの 23 

指定管理者が自主的に設置したもの 5 

 

２）管理状況確認の有無 

管理状況を確認していない４施設の主な理由は、「指定管理者が自主的

に設置したものであるため」が２施設、「協定書によるもののため」が２

施設となっている。 

 

確認有 確認無 

24 4 
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３）指定管理者に対する、管理体制・点検方法に関する指導・助言等の有無 

所管課が指定管理者へ管理体制・点検方法に関する指導・助言等を行っ

ていない主な理由は、「指定管理者が自主的に設置したものであるため」

が３施設、「指定管理者に一任している」が２施設、「リモート監視点検

のため」が２施設である。 

 

指導有 指導無 

21 7 

 

４）指定管理者に対する、操作方法に関する指導・指示の有無 

所管課が指定管理者へ操作方法に関する指導・助言等を行っていない主

な理由は、「指定管理者が自主的に設置したものであるため」が３施設、

「指定管理者に一任している」が２施設、「リモート監視点検のため」が

２施設、「操作方法については設置業者による現地指導があるため」が１

施設である。 

 

指導有 指導無 

20 8 
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第３章 監査意見 

１ 設置場所及び設置表示について 

ＡＥＤの設置場所及び設置表示については、各施設の入り口付近、施設の

案内図、エレベータ内パネル等にＡＥＤの設置が認識できるようにおおむね

適切に表示されていた。本庁舎で追加設置したＡＥＤについて、庁舎案内図

に表示が漏れているものもあったが、速やかに改善されている。 

なお、設置表示以外に「ＡＥＤ操作ガイド」（写真 5）等を活用し、実際の

使用時にスムーズに操作できるような表示にも努められたい。 

 

 
写真 5 見てわかりやすい「AED 操作ガイド」付き 

 

２ 日常点検について 

クリーン推進課で管理する３台の内、２台については、更新の目安である

耐用期間を1年近く経過しているものがあった。ＡＥＤ本体の表示が正常で

あれば使用は可能である旨、購入業者から確認しているとのことであるが、

耐用期間や日常点検についてその重要性を十分認識していたとはいえない。

速やかに機器の更新を検討されたい。残りの１台についても日常点検等を適

切に行われたい。 

 

３ リモート監視システムの延長契約について 

  現在設置しているＡＥＤのほとんどが、耐用期間８年に対して保証期間と

リモート監視システムのサービス期間５年となっているため、リモート監視

システムを継続する場合は延長契約が必要となっている。 

学務課が所管する各小中学校のＡＥＤについては、保証期間の終了後はリ

モート監視システムの契約は延長せず、各学校で目視点検により行うことと
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しているが、学校教職員の負担軽減のため、リモート監視システムの延長契

約を積極的に検討されたい。 

  その他の部署についても、出先施設で複数台管理している等の場合は、効

率性の観点から同様に延長を検討されたい。また、このような施設等におい

ては、契約の仕様として耐用期間に合わせたリモート監視システムの利用も

検討されたい。   

 

４ 職員等に対する講習（操作方法の習得）について 

  ほとんどの施設で点検担当者を含む職員が講習を受講したことがあるとい

う結果であったが、総務部管財課によると、本庁舎の職員については平成 26

年度に全職員を対象に講習を実施したが、その後は新規採用職員に限定して

講習を行っている（令和２年度及び３年度は新型コロナウイルス感染防止の

ため未実施）との事であった。 

通知①別添 1「自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を使用する非医療従事者（一

般市民）に対する講習」では留意事項として「概ね２年の間隔で定期的な再

講習が望ましいこと。」としている。 

全ての職員が的確にＡＥＤを操作できるよう、定期的な再講習の機会を確

保されたい。 

  なお、消防局救急課では、操作方法を動画としてインターネット上で視聴

ができるようにしており、良い取組であるので、今後は職員向けや市民向け

に周知を図ることに努められたい。 

  

※那覇市公式ホームージ／応急手当「在宅学習用」、救命動画「しまくとぅば version」 

       https://city.naha.okinawa.jp/home/kyukyujyoho/kyuumeidouga.html 

 

５ その他 

  消耗品（電極パッド）の補充について 

   ＡＥＤの電極パッドは使用するたびに新品と交換する使い捨てであるが、

未使用の状態でも２年程度で交換しなければならないため、予備を購入し

ていない部署がほとんどであり、補充に最大約 1 か月かかっている事例も

ある。使用後、速やかに補充できるような仕組みを検討されたい。 
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【資 料】 

通知① 非医療従事者による自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用について（抜粋） 
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通知② 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の適切な管理等の実施について 

（注意喚起及び関係団体への周知依頼）（抜粋） 
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通知③ 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）設置登録情報の有効活用等について（抜粋） 
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ガイドライン ＡＥＤの適正配置に関するガイドライン（補訂版）（抜粋） 
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